
１． 継続事業の前提に関する注記

２． 重要な会計方針

３． 重要な会計方針の変更

４． 法人で採用する退職給付制度

５． 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
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該当事項はありません。

　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　・建物並びに器具及び備品－定額法

　　　　・リース資産

　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　（３）引当金の計上基準

　　　　・退職給付引当金

　　　　　　常勤医師の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

　　　　・賞与引当金

　　　　　　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

　　　　・徴収不能引当金

　　　　　　債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、

　　　　　　個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

該当事項はありません。

　（１）独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

　（２）西宮すなご医療福祉センター常勤医師退職金規程により、

　　　　独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済事業退職金額と同額を常勤医師に支給する。

　　　当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

　（１） 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

　　　　　「放課後等デイサービス事業」（社会福祉事業）

　　　　　「訪問看護事業」（社会福祉事業）

　（２） 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式）

　（３） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

　（４） 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

　（５） 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

　（６） 各拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　　ア　法人本部

　　　　　「法人本部」（社会福祉事業）

　　　　イ　西宮すなご医療福祉センター

　　　　　「入所事業」（社会福祉事業）

　　　　　「居宅介護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「重度訪問介護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「行動援護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「外来事業」（社会福祉事業）

　　　　　「短期入所事業」（社会福祉事業）

　　　　　「通所事業」（社会福祉事業）

　　　　　「児童発達支援事業」（社会福祉事業）
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　　　　　「一般相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「特定相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「障害児相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「日中一時支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「移動支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「障害者等療育支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「外来療育事業」（社会福祉事業）

　　　　　「福祉有償送迎事業」（社会福祉事業）

　　　　ウ　甲寿園

　　　　　「指定介護老人福祉施設」（社会福祉事業）

　　　　　「短期入所生活介護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「通所介護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「居宅介護支援事業」（社会福祉事業）

　　　　エ　北山学園

　　　　　「児童発達支援センター」（社会福祉事業）

　　　　　「特定相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「障害児相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「保育所等訪問支援事業」（社会福祉事業）

　　　　オ　にしのみや苑

　　　　　「指定介護老人福祉施設」（社会福祉事業）

　　　　　「短期入所生活介護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「認知症対応型通所介護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「居宅介護支援事業」（社会福祉事業）

　　　　カ　芦原デイサービスセンター

　　　　　「通所介護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「指定生活介護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「重度訪問介護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「一般相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「特定相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「障害児相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「居宅介護支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「地域包括支援センター」（社会福祉事業）

　　　　キ　安井保育園

　　　　　「特定相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「障害児相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「介護員養成研修事業」（公益事業）

　　　　　「喀痰吸引等研修事業」（公益事業）

　　　　サ　法人本部(収益)

　　　　　「安井保育園」（社会福祉事業）

　　　　　「夙川さくらんぼ保育園」（社会福祉事業）

　　　　ク　総合相談支援センター

　　　　　「訪問介護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「居宅介護事業」（社会福祉事業）
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　　　　　「法人本部収益事業」（収益事業）

　　　　　「西宮市地域子育て支援拠点事業」（社会福祉事業）

　　　　　「居宅介護支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「地域包括支援センター」（社会福祉事業）

　　　　ケ　夙川さくら保育園

　　　　　「夙川さくら保育園」（社会福祉事業）

　　　　コ　法人本部(公益)

　　　　　「一般相談支援事業」（社会福祉事業）



６． 基本財産の増減の内容及び金額

７． 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

８． 担保に供している資産

９． 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

当期末残高

土    地 257,712,144

15,500,000 174,865,136 3,536,906,901

法人－９

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額

合計 3,953,984,181 15,500,000 174,865,136 3,794,619,045

0 0 257,712,144

建    物 3,696,272,037

該当事項はありません。

　　担保に供されている資産は以下のとおりである。

　　　　　土地（基本財産）                                81,580,072円

　　　　　建物（基本財産）                             3,115,653,328円

　　　　　--------------------------------------------------------------

　　　　　　　　　　計                                 3,197,233,400円

　　担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

　　　　　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）     

　　　　　　　　　　　　　社会福祉事業区分

　　　　　　　　　　　　　(西宮すなご医療福祉センター)　　30,000,000円

　　　　　　　　　　　　　(甲寿園)　　　　　　　　　　　　40,000,000円

　　　　　　　　　　　　　(にしのみや苑)　　　　　　　　　14,000,000円

　　　　　--------------------------------------------------------------

　　　　　　　　　　計                                    84,000,000円

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

基本財産 土地 257,712,144 0 257,712,144

基本財産 建物 6,908,147,667 3,371,240,766 3,536,906,901

有形固定資産 土地 1,882,060 0 1,882,060

有形固定資産 建物 964,434,683 315,409,976 649,024,707

有形固定資産 車両運搬具 90,961,818 87,129,371 3,832,447

有形固定資産 器具及び備品 611,599,013 435,117,412 176,481,601

有形固定資産 構築物 85,164,836 18,906,948 66,257,888

有形固定資産 機械及び装置 220,920,956 158,875,791 62,045,165

有形固定資産 有形リース資産 3,950,208 549,737 3,400,471

無形固定資産 ソフトウェア 130,717,289 60,234,499 70,482,790

合計 9,275,490,674 4,447,464,500 4,828,026,174

0 20,301

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

立替金 11,617,214 0 11,617,214

事業未収金 670,140,367 0 670,140,367

未収金 20,301
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前払費用 6,521,196 0 6,521,196

未収補助金 28,466,117 0 28,466,117



１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

１２．関連当事者との取引の内容

１３．重要な偶発債務

１４．重要な後発事象

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
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債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

仮払金 1,488 0 1,488

出資金 20,000 0 20,000

差入保証金 170,000 0 170,000

保証金 40,000 0 40,000

合計 716,996,683 0 716,996,683

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

　　　純資産の状態を明らかにするために必要な事項
（１）基本財産　建物

　　　・兵庫県所有の西宮すなご医療福祉センター建物の一部(123.44㎡)を購入し、基本財産に計上した。

（２）建物付属設備

　　　・663,436,243円をその他の固定資産建物に科目変更を行なった。

（３）設備資金借入金(１年以内返済予定設備資金借入金含む)

　　　・(西宮すなご医療福祉センター拠点)　30,000,000円

　　　　(甲寿園拠点)　　　　　　　　　　　40,000,000円

　　　　(にしのみや苑拠点)　　　　　　　　14,000,000円　計84,000,000円を計上している。

（４）その他の積立金

　　　・再建築積立金

　　　　　4,300,000円を新たに積立て、463,500,000円計上している。

　　　・建築積立金

　　　　　25,000,000円取崩しを行ない、35,000,000円を新たに積立て、149,000,000円計上している。
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　　　・保育所・施設設備整備積立金

　　　　　13,000,000円を新たに積立て、62,500,000円計上している。

　　　・人件費積立金

　　　　　72,500,000円を新たに積立て、500,830,000円計上している。

　　　・修繕積立金

　　　　　30,772,000円取崩しを行ない、90,720,000円を新たに積立て、331,598,000円計上している。

　　　・備品等購入積立金

　　　　　155,191,000円取崩しを行ない、74,070,000円を新たに積立て、154,079,000円計上している。


